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公 示 方 法 か らみ ブこ立 木 と立 稻

中 川 良 延
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最 近,植 栽立木の所有権 を第三者 に対抗 す るためには,対 抗 要件 を要す,と

1.た判例 が出7C(最 高裁判 決昭和35年3月1日 判例 時報216号19頁)。 この聞

題 について は後述 の ごと く民法二四二条但書 に関連 して対抗要件 を必要 としな

い とい う学説 があ り,ま た立稲に関してでは あるが,朱 登記の 田地所有権に基

ずいて耕作 して得 た立稲 の所有権 を第三者に対抗 するには 土地所有権について

の登記 を要 しない とした(立 札 等の明認方 法はない)大 審院の判例(昭 和17年

2月24日 大審院判決民集21巻4号151頁)が ある点で,本 判決 は注 目に値いす る

判例で あると思われる。周知 の とお り,判 例 は,立 木な らびに立稲が ひとし く

地盤 たる土地 の所有 権か ら分離 して物権の対 象 とな り,そ の公示方法 として慣

行上の 「明認方法」な る もの を承認 してお り,こ の判例法上の取扱 を学説 もま

た賛成 してい る。しか し,こ れ らの判例 をよ り詳細 に検討す る ときは,立 木 と

立 稲の間に種 々の取扱上の差 異がみ られるので ある。 それが本判決で たまたま

明確化 されたのにす ぎない。 この よ うな差異 を明確 に認識す る ことは法社会学

のみでな く法 解釈学に とって も有用 な ことで あろ う。
ロラ

まず本判決 の事実関係 な らびに判決理 由を掲 げよ う。

〔事実〕 本件山林は大正十三年にその所有者Aか らYに 売 り渡 されたが(当 時 は未

植林),代 金が完済 されなか ったため移輻登記はなされなか った.引 渡を うけたYは 大正

十 四 ・五年頃この山林に杉苗を植栽 し,そ こに自己の所有山林であ る旨公示す る立札 を建

てた。 しかるにAは,昭 和三年に更に この山林 をBに 売 り渡 し(AY間 の売買契約が解

除 されたか どうかが争われてい るが確 定 されていない),移 転 登 記 をすませた。そして前

記Yの 立札はおそくも昭和七 ・八年頃には消滅 していた。その後昭和十年にX1が この

(1)事 実につい ては判例 時報 よ りも倉 田卓次氏 の叙 述 が 詳 細 な の で,こ れ によ る

(ジ ュ リス ト201号)。
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山林 をBか ら買 い うけ,ま た その二分 の一 の持分 をX2がX1が か ら買 い う けて,そ れ
し

それ移転登記をす ませたとい うのである。なおAB間 およびBX,間 の売買で,立 木が除

外 されていたとは認め られていない。本件は,X・X2とYの 間でこの立木所有権がいずれ

に帰属す るかが争われたのである。

第一 ・二審を通 じXIX2(以 後たんにXと 呼ぶ)が 勝訴。

Y上 告。上告理由は三点あ るが,本 テーマに関係す る第一点のみを要約すると次のごと

くである。

原判決は,甲 が立木を留保 して地盤のみを乙に譲渡 し,乙 が地盤立木 ともに丙に売 り渡

した場合を設例 し,こ の場合甲は立木所有権の留保について公示方法を施 していない以上

これを丙 に対抗で きないことになるが(で きるとすれば,「 立木だけの所有権については

対抗要件が必要であ るとす る従来の学説,判 例に反す るのみでなくいちじるしく土地取引

の安全をそがいす る結果 を招 くことにな る」),本 件Yの 立木所有権の地盤か らの分離 も

これ と同理であって,YはXに 対抗 しえない,と 説いているけれ ども,そ もそも本件立

木はYが 植栽 した もので,終 始Yの 所有であ り地盤 に附合 したこともな い の で あるか

ら,原 判決設例の場合 と事情 を異 にす るし,ま た,大 審院の判例に甲よ り土地を買い その

引渡 しを うけた乙が その土地を耕作 して稲を植付 けた場合土地の所有権移転登記はな くま

た公示方法等の対抗要件がな くとも立稲の所有権 を第三者に主張で きる,と した ものがあ

るが(昭 和一七年二月二四日判決民集ニー巻 四号一五一頁),本 件事案はむ しろこの事案

に類似 してお り,し たがって,こ の判決からみて もYの 主張は正当である,と 。

〔判決理由〕 「案ず るに,原 審確定の事案によれば,上 告人が訴外Aか ら本件山林 を

買い受 け,地 盤所有者 として本件立木を植栽 して後,Aは この山林 を別に訴外Bに 売 り

渡 して移転登記を得 させ,被 上告人X1は 更に右Bか ら買い受けて移 転 登記を経た とい

うのであ って,上 告人はこの山林所有権につ き被上告人 らに対抗で きないのである。 ただ

本件立木 は上告人が権原 に基づいて植栽 した ものであるか ら,民 法二四二条但書を類推す

れば,こ の場合 右B・X・ らの地盤所有権 に対す る関係では,本 件立木の地盤への附合は

遡 ッて否定せちれ,立 木は上告人の独立の所有権の客体 とな りえたわけである。 しかしか

か る立木所有権の地盤所有権か らの分離 は,立 木が地盤 に附合 したまま移転す る本来の物

権変動の効果を立木 について制限す ることになるのであるか ら,そ の物権的効果を第三者

.に対抗す るためには,少 な くとも立木所有権を公示す る対抗要件を必要 とす ると解せ られ

るところ,原 審確定の事実によれば,被 上告人らの本件山林所有権の取得 は地盤の上の立

木 をその売買の目的か ら除外 してな された もの とは認められず,か つ被上告人 らの山林取

得当時には上告人の施 した立木の明認方法は既に消滅 してしまっていた とい うので あるか

ら,上 告人の本件立木所有権 は結局被上告人 らに対抗 しえない もの と言わなければな らな

い。 これを立木所有権 を留保 して地盤所有権のみを移転 した場合にたとえ,右 と同趣 旨の

理路をた どる原判決の説明は正当であって,所 論の違法はない。 なお,所 論引用の大審院

判例の事案 は,未 登記の田地所有権に基づ き耕作 して得た立稲および束稲の所有権の差押

債権者への対抗力に関す るものであるが,稲 は,植 栽か ら収穫iまで僅 々数ケ月を出でず,

その間耕作者の不断の管理 を必要 として占有の帰属す るところが比較的明 らか で あ る点
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で,成 育に数十年を予想 し,占 有状態 も右の意味では通常明白でない山林の立木 とは,お

のずか ら事情を異にす るもの とい うべ く,右 判例 も必ず しも植栽物の所有権を第三者に対

抗す るにつ き公示方法を要 しない とした趣 旨ではない,と 解 され るか ら,本 件の前記判示

に抵触する ものではない。所論は採用できない。」

要 す るに本判 決 の云 わ ん とす る と ころ は,一 方 で は,自 か ら植 栽 した 立木 の

所 有 権 も これ を第 三 者 に対 抗 す るに は対 抗 要件 を施 こす ことが必 要 で あ る,と

い うこ とと,他 方,こ れ を必 要 と しない か の ご と き(あ るい は必 要 と しない と

解 され る ご と き判 例 が あ る)立 稲 とは この点 で 異 な る,と い う二 点 で あ る。 こ

こで 注 目 され るの は,さ きに も指 摘 した よ うに,.最 高裁 が 明確 に対 抗 要 件 に 関

し立 木 と立 稲 に取 扱 上 の差 異 を認 めた ことで あ る。 そ こで 本 稿 で は,ま ず この

判 決 の意 義 を よ り明確 に認識 す る た め に,立 木 な らびに立 稲 につ い て の 民法 の

構 成,こ れ まで に きず き上 げ られて きた判 例法 につ き,概 観 しよ う。

2

1.立 木および立稻 の法的性質

まず立木お よび立稲はその地盤 たる土地か ら独立 した物で あるか ど うか,そ

して もし独立物で ある とした らそれは動産で あるか不動産であるか,と い う問

題 がある。

立 木法の適 用 を うける立木については,「 一筆 ノ土地又パー筆 ノ士地 ノー部

分 二生立 スル樹 木 ノ集 団ニシテ其所 有者 力本法 二依 リ所有種保存 ノ登 記 ヲ受 ケ

タル モ ノ」は 「不動産 ト看倣 」 され(立 木法一条一項二条一項),「 土地所有

権又ハ地上権iノ処分 ノ効力 ハ立木 二及 ハス」(同 法二条三項)と されてい るの

で ・かか る立木 が土地か ら独立 した物(不 動産)で あ る こ と疑 い な い 。問題

は,立 木法の適 用 を うけない樹木の集団に関 して生ず る(以 下 単に 「立 木」 と

い うときは立木法の適用 を うけない立木 を さす)。 そ こでかかる立木が動産で

あるか不動産であ るか,ま た土地 か ら独立 した物で あるか を決定するには この

区別の基準 を法定 してい る民 法八 六条に よらねばな らないわけで あるが(同 条

によれば物 は動産か不動産で ある),そ こでの 「定著物 」の意義 に関 して は学

説上一致 してい ないので ある。すなわ ち対 立す る主 なる学説 をあげると,林 教
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授 は 「民法 第八六条 は,土 地 に定著する物で独立の権利(問 題 は物 権 で あ る

が)客 体 性あ る物 は土地 とは独立 の不動産で あ るとい う意味で ある」 とされて
ロ 　

い るのに対 し,我 妻教授 は,定 著物 はすべ て 不動産で あるが不動 産 としての取

扱 には差異 があ り,土 地 と離 れて独 立の不動産 と見 られ る もの(建 物がその典

型),そ の定著 す る土地の一部 とされ土地に関す る 権利の変動に随伴す る もの

(石垣 。溝渠 ・沓脱石 等),両 者の申間に位す る もの(立 木)の 三種 に分類 され
ゆ ラ

る,と す る。 この よ うな 「定著物」に関する理解の相違 を,判 例法上認 め られ

て きた立木売買についてみ ればど うなるか。後説か らは,立 木 は原則 として土

地 の一一部 をな し,し たがって立木 と土地 とが同一所有者 に属す る場合 に立木 は

不動 産たる土地 に包含 され る ことにな るが,立 木のみ が土地 と分離 して譲 渡 さ

れ ると きは(立 木 を留保 して土地所有権 を移転す る場 合 も),そ れは独立の不動
ね ラ

産 となる,と い う理論構成が導 きだ される。 これに対 し前説 は,定 著物(独 立

の不動産)と して民法 は建物のみを予定 してい て立木 は考慮に入れていなかっ

た とい う前提 か ら,原 則 として立木 は土地の構成部分 をな し物権の客体 として

独 立の存在価値 を もっ もので はないが,た だ 「明認方法」 をほど こして両者が

別異 の所有権の対 象 となる ことが あるとしてい るが,そ の場合 に立木が独立の
ピむ

不 動 産 と され るの か は 明 らか で な い 。 おそ ら くは,民 法 が立 木 の独 立客 体 性 を

予 定 して い なか っ た とい う こと,し た が って 立 木 は土地 の構 成 部 分 で あ る とい

うことか ら これ を否 定 す るの で あ ろ う。判 例 は,「 土 地 ノ上 二立 木 力生 立 スル場

合 二於 テ其地 盤 ト立木 ト同一 人 ノ所 有 二属 スル トキ ハ 地 盤 ト立 木 トハー 箇 ノ土

地 所 有 権 ノ目的 タル モ ノニ シ テ地 盤 ト立 木 トニ付 キ 各 別 二所 有 権 存 在 スル モ ノ

(1)林 良平 ・民法演習II41頁 。末川 博 ・全訂民法(上)63頁 も同旨か?

(2)我 妻 栄 ・民法総則186--187頁 。

(3)我 妻 ・物権法122頁,同.民 法総則188頁 。 ・

(4)林 ・前掲41頁 以下。なお柚柚木教授は 「要す るに,立 木法の適用を うけない樹

木の集団は独立の不動産ではないが,し か も土地の同体的構成部分で もなく,そ れ

自身 として他人の権利の容体 とな ることがで きる。」 とされてい るが(柚 木 馨 ・

判例物権法総論31頁),こ れは独立不動産性を否定す るものであ ろ うか 。そしてま

た教授は 「立木 はむしろ不動産 に準ずべ き取扱を うける」 とされている(34頁 下線

中川)。 このよ うな考え方には民法177条 に対する考慮が強 く働いてい ることは否定

しえない。
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ニア ラス」とい畿 就 「凡 ソ立木 ハ其 ノ存ス、レ土地 二定著 シテ之 ト_体 城 ス

コ 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 の 　

モ ノナレバ立木 力土地 二存立 スル間ハ 如何 ナル場合 二於 テ モ土地 ト共 二不動産

ニシテ特 二建物 ノ如 クニヒ地 二定著 セル ニ拘ハラズ 別個独立 ノ不動産 タル存在 ヲ

認 ムル慣習若 ク.・法令存セス故 二係争 山林 二付 テ干 立木 ノミヲ買受ケ尚 ホ不動

産 トシテ其所有権 ヲ取得 シタ リ ト主張 スル上 告人 ノ如 キ者 ハ…… 土地 二対 シ地

上権若 クハ貸借権等 ヲ設定 シ 其登記 ヲ為 シ以 テ立木 ノ所有権 ヲ保存 セサル可 力
くの

ラス」 とい って,立 木 ・土地 の所有権者分離の前後 を問 わず 立木の独立不動産

性 を否認 している。 しか し不動産か否か とい う概 念論 はそれ 自体に意 味がある

わけではな く,動 産 と不動産 を区別す る実益 として あげ られる対 抗要件 とか,

即時取得の規定 の適 用の有無 ・裁判管轄 ・強制執行手続 に 関 連 し て意 味 が あ

るので ある。 ここで特 に問題 とな りうる対 抗要件 については後述 しよ う。 また

土地 よ り分離譲渡 し明認方法を施 した後 の立木 を独立の不動産 とす る 我妻説 に
ビの

よって も,そ れにつ き独立の抵当権 の設定 を認 めるわけではないか ら,上 に掲

げた両説いずれに よって も実 際上 は異な った結果が出て くるわけで はない。 他

方,土 地 と立木は一個 の不動産で あ るが立木につ き独立の所有権が成立 し得 る

とす る林説 は,附 合の問題 と共に一物一権主義の問題 に関連 して くる(後 述)。

つ ぎに立稲(未 分離果実の一 つとして)に ついては この問題 は どの よ うに考

え られてい るか。 未分離果実 が土地 または樹木 に定著す るままで所有権 が移転

され る ことは,す でに大正 五年の雪州蜜相 に関す る判例(大 判大正五年九 月二

〇 日民録二二輯一 四四〇頁)以 来承認 されてお り,立 稲については 昭和三年に

大審 院は 「未 タ土地 ヨ リ分離セ ラレサル モ既 二成熟期 二達 セシ 稲毛 ノ如 キハー

種 ノ動産 トシテ取扱 ハレ取 引 ノ目的 タ リ得 ヘキ モノナル コ ト当院判例 ノ趣 旨 ト

(5)大 判大 正9.1.20民 録26輯4頁 。な お大正12年 に 「立木 ハ土地 ノ構成部 分 二非 ラ

サル 独立 ノ物 ナ リ而 シテ土地 二定着 セル モ ノナル ヲ以テ 建物 ト同様一個 ノ独立 ナル

不 動産 二属 ス」(大 判大 正12.7.26民 集2巻565頁)と い う ものが あ るが,大 正14年

に再 び 「土地 二定 着 シテ之 トー 体 ヲ為 ス樹木 ハ不 動産 タル性質 ヲ有 スルモ ノナ リ ト

錐 立木 二関 スル法律 ノ適 用 ヲ受 クルモ ノニア ラサレ ハ 土地 ト分離 シ独立 シテ抵 当権

ノ目的 ト為 ス コ トヲ得 サ」 るとす る判例(大 判大 正14.10.26民 集4巻517頁)が 出

てい るので,こ れが現在 の判例 といい得 るで あろ う。

(6)大 判 明治39.1.29民 録12輯76頁 。

(7)我 妻 ・物 権法124頁 。 これはむ しろ 「明 認 方 法 」 が抵 当権 を公示 す るに適 しな

い とい う理 由 に基ず く。
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ピ　　

スル トコロ」 と判示 してい る。そ して これで分 る よ うに判例 は立稲 を 「一種 ノ

動産」 とみてい るのである。学説 もまた,あ るいは未分 離 の 果 実 の 取 引 は,

「普通 には,債 権関係 を成立 させ るだけだが,牧 穫期 に近づ き,と くに独立の

物 として取 引 され る価値 を有す る場 合に,当 事者が独 立の物権的取引の 目的 と

す ると きは,樹 木 又は地盤か ら離れた独立の物 として 物 権 変 動 の 客 体 とな」
ビ　ノ

り,そ の場合には,「 これ を,独 立の動産 とみて よいで あろ う」 とし,(我 妻),

あるいは,「 これ らの果実 は成熱期 乃至牧穫期 に近づ くまでは,草 木乃至地盤

の同体 的構成部分 として独立な る取 引の対 象 とな りえない もので あ り,か か る

状態に近づ くに及 んで始 めて非 同体的構成部分 として 取引の客体 とな り うる も

ので あ」 り,「 取引概念 よ りみて も法律の趣 旨一 例 えば民事訴訟法(碧)は

これを有体動産 として取扱 ってい る一 よ りして も,こ れに動産 に準ずべ き取
ほの

扱 を与 えるべ きで ある」(柚 木)と い う理 論構成か ら判例の 結 論 を 支 持 して い

る。立 稲の場合において も,立 木 と同様 に,地 盤 たる土地 に生立するままで取

引の対 象 とされ る場合 これを独立の物 と考え るか,あ るいは地盤 とと もに一物

とみて物 の一部について他人の所有権 を認 めるとい う構成 をとるか とい う学説

上の微妙 な理論構成上 の対立 が残 されているが,そ の問題 は後述す る として,

ここで立木 との比較上注 目されねばな らないのは,立 稲は収穫期に近づいて は

じめて独立 の所有権の客体 とな るとい うこと,そ して その場 合立木 と異な って

動産(も し くは動産 に準 じた もの)と み られ る,と い うことで ある。では,か

か る取扱上の差異 は ど こに帰因す るのか。

思 うに,両 者 はいずれ も,牧 穫期に近 づいた立稲の売買 ・立木の売買 とい う

取引の慣行 を裁判所 が承認 した事例で ある。 したが って,立 稲 が牧穫期 に近 づ

いては じめて独立の所有権の客体 とな り得 るとい うも,そ れ を動産 あるいは不

動産 と構成 する も,結 局 この よ うな取 引界の要請 を民法の構造の中で どの よ う

に承認す るか とい う努力の結果 にす ぎない。 そ して本来民法は これ らの物 が独

立 の所有権の対 象 となる ことは予定 して いなか った と考 えるべ きであ ろ う。民

(8)大 判昭 和3.8.8新 聞2907号9頁 。 この判例 は民 法192条 の適 用 を認め た もの。

(9)我 妻 ・物 権法126頁 。

(10)柚 木 。前掲書34頁 。
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法八六条の 「定著物 」を どの よ うに解そ う1とも,民 法上建物以外は土地の一部

を構成す る もの とされていて(一 七七条お よび不動産登記法 参照),近 代法に

お ける一物一権主義=取 引の安全 の要請か ら,二 四二条但書 の場合 を除 いて,

土地 の一部 につ き土地 と独立の所 有権の存 在可能性 は考 え られていなか った と

思 う。 それ故 この よ うな民法典 の構造の中で矛盾 な く上の慣行 を位 置づける任

務 を もつ法の解釈(学)は,ま ず立稲 についていえば,一 物一権主義を認 める

以上,そ の例外 とな る場合 をで きるだ け少 くす るために 「牧穫期 に近づ く」 と

い う制限 を設けて(取 引慣行のかぎ りで)そ の取 引の客体性 を承認 し,そ れが

民事訴訟法上有体動産 として取扱 われている ことや間 もな く刈取 られて動産 と

な るとい う牲質上 これを動産(あ るいは これに準 ずる もの)と 構成 してい るの
r11)ぐ12)

で ある。立木売買 の法的 構成 について も同様の ことがいえる。 そ こで つぎに こ

れ らの物 が不動産か否か にとって重要な問題で ある公示方法 を考察 しよ う。

2.公 示 方 法

本来,あ る物が動産であるか不動産で あるかの区別は,そ の区別の もっ と も

重要 な実益 とされる公示方法 において意味 を もって くるはずで ある。 しか し実

際上 は,判 例 ・学説 ぽ,譲 受け た(あ るいは留保 した)立 木 もしくは立稲 の所
ご1)

有権の公示方法 として,と もに地 上権 あるいは賃借権登記,も し くはいわ ゆる

(11)フ ランス民法520条1項 は 「根 二依 リテ附着 セル収穫物 及未 ダ収取 セザル樹木

ノ果実モ等 シ ク不 動産 トス」 と規定 してい るが,判 例 ・学説 は,そ れ らが近 い将来

分辮 され動産 とな るべ く予 定 されて い る と き は,先 物動産(Meublesparantici・

pation)と よばれ,動 産 に関す る規定が適 用 され る,と してい る。 す なわ ち差 押 と

売 買の二 つの場 合 に動産 として取扱 われ る。Voy.RipertetBoulanger,Trait6

dedroitcivilTomeIIno2201.

(12)立 木 を地盤 た る土地 か ら分離 して売 買す ると きに,そ れを独 立の不 動産 と考 え

るか,不 動産 た る土地 の構 成部分 の ままで独立 の 所 有 権 を 認 め るか,と い うこ と

も,と もに取 引界の要請 を承認 す るとい う点で価値面 での争 で ないば か りでな く,

後 に述べ るご と く 「明認方 法」 とい う公示方 法 を対抗 要件 とす るの で,実 際上差 異

はない。

(1)初 期の判例 は立木 を買 い受 けた者 は,そ の 土地 につ き地 上権 もし くは賃借 権 を

設定 して登記 を経 な けれ ば その 土地 とと もに立木 を買得 して登 記 を経 た者 に対 抗 し

得 ない,と していた が(大 判 明治37.4.1民 録10輯383頁,大 判明 治39.1.29民 録

12輯76頁),の ち 「他人 ノ所有地 二生立 スル立木 ヲ買受 ケ タル者 力其立木 ヲ所有 スル

カ為 メニ其土地 ノ上 二地上権 ヲ設定 シ之 ヲ登記 シ タル トキ ハ 之 二依 リテ地 上権 ノ取

得 力公示 セ ラルル ノ結果第三 者 ヲシテ立木 ノ所有者 タル コ トヲ知 ラシムヘキ ヲ以 テ

原院力其登記 ヲ以テ立木 ノ所有権取得 ヲ明認セシムルニ足ル公示方法ナ リト認 メ*
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「明認方 法」なる慣行 上の公示方法 を承認 してい るので,差 異 は 認 め られ な

い。 さ らに また,こ れ らの所有権の理論構成上,物 の部 分 について 独立の所有

権成立 を認 めるか,あ るいは独立の物 と考 えるか とい うことも,結 局 は土地所

有権が地上の立木 ・立稲 を含 むか ど うか外形上 明確でな くな り,取 引上の要請

に対 しては消極的 に作用せ ざるを得 ない ことにおいて同じであ り,い ずれの構

成 をとって も明認方法 とい う公示方法 を もって立木 もし くは 立稲所有権の対抗

要件 として いる点で具体的差異 は認 め られない。そ して これ を 現実の取引慣行

とそれ を承認 した判例 との関係 にお いてみれば,慣 行 的取引において は現実的

支配 の移転(明 認方法)を 媒介 として これ らの物の独立 の処分が可能 とな り,

したが って物権の観念的移転の意識 は稀 薄であ ったのが,判 例が この慣行 を承

認す る際に行な った理論構成に よって現実的支配 の移転 は あ らた に 「対 抗 要
く　 ノ

件」に転化 した もの とみ るべ きで あろ う。 しか し理論的には,不 動産 とされる

立木の公示方法 について,民 法 が不動産の公示方法 として認 める 登記制度 との

関係 が問題であ る。登 記制度 は,近 代社会 にお ける全社 会的 規模での不動産取

引の一般化すなわ ちその商品化 に と もない,そ の公示の ために最 も相応 しい方

法 として承 認 されてい る制 度であ る。 これに反 し 「明認方法」 の公示方法 とし

ての機能 は極 めて限 られた範囲のみで あ り,ま た登記が今 日なお複 雑な物権関

係の公示 に奉仕 してい るの に対 し,後 者は非常 に単純 な方法で あ るた め公示方

法 として は不完全で ある。それ故,一 方 におい て登記制度 を基礎 としてい る今

日の物権法秩序 の申で 「明認方 法」 とい う不完全 な公示方法 を承認 し うるか,

また承認 し うるとして もどの範囲においてか,と い う問題が横 たわってい る。

この問題 は別の機会 にゆず るとして,等 し く対抗要件 として明認方法の具備

を要求 してい る判例 も,よ り詳 細に検討す ると きは,立 木 と立稲の間 に微妙 な

取扱上 の差異 を設けてい る ことに気 づ くで あろ う。すなわ ち判例 は,立 木 につ

き 「立木 ノ存 スル地 盤力他人 ノ所有 二属スル場合 二 地上 ノ立木 ノミノ売買 二関

スル権利 ノ得喪 ニツキ テハ 之 力公示 ノ方 法 ヲ規定 スル 法令 ノ存 セサル ヲ以 テ立

*タ ルハ正当ナリ」(大 判大正9.7.20民 録26輯1077頁)と してそれを明認方法の

一場合 とするに至った。

(2)川 島武宜 ・所有権法の理論273頁,林 ・前掲43頁。
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　 　 の

木 ノ ミノ売買二因ル所有権 ヲ第三 者 二対抗 セ ン トスルニハ第三者 ヲシテ 其所有
● ■ ● ● ・ ● ● ● ■ ●o●o(3)

権 ヲ明 認 セ シ ムル ニ足 ル 行 為 ヲ為 ス ヲ必 要 トス」 とす るが,立 稲 につ い て は,

「未 タ刈 取 ラサル 立 稲 ト難 観 念 上地 盤 トハ別個 ノ物 ト為 シ之 ヲ他 人 二 譲渡 シ テ
　 　 　 　 の 　 　 コ 　 　 　 　 　 　 コ 　 　 　 　

引渡 ス コ トヲ得 ヘ ク 其 ノ引 渡 ア リタル コ トヲ外 部 ヨ リ明 認 シ得 ル方 法 ヲ採 リタ
ほ ノ

ル以上之 ヲ以 テ第三者対抗要件 ヲ具備 シタルモ ノ ト解 スル ヲ相 当 トス」 と,明

認方法 とと もに 「引渡」 を要求 してい るごと くで ある。 この ことは立稲 と同様

に未分離果実に関す るいわゆ る雲州蜜柑判例 において一そ う明細で ある。 「其

権 利 ヲ第三者 二対 抗 スル カ為 メニハ常 二必ス 其果実 ノ定着 スル地盤又ハ草木 ノ
　 　 　 の 　

,引渡 ヲ受 ケ若 クハ売主 ノ承諾 ヲ得 テ何時ニテモ其果実 ヲ収 去 シ得 ヘキ事実上 ノ
　 　 り

状 態 ヲ作為スル ト同時二其状態 力外部 ヨ リ明認 セ ラレ得 ヘキ 手段方法 ヲ講ス ル
くの

コ トヲ要 ス。」 判例 によると,立 木取引の対抗要件は明認方法のみで あるが,

立稲等の未分離果実 について は 明認方法 と同時に引渡 を も要求 してい るご と く

に見 える。 とす れば,未 分離果実の方 が対抗要 件が厳 格なので あろ うか。 この

よ うな未分離果実の公示方法に関する判例 の原因 として 二つの ものが挙 げ られ

る。その一 は,慣 行的取引における現実的支配の移転 とい うことを判例が観念的

な所有権+対 抗要件 とい う近代法的構成 に再構成 しよ うとす る 過程においてそ
し
へ　 ノ

の困難 さがたまたま暴露 した もの,と 見 る立場で あ り,他 は これ を判例 が未分
しマノ

離 果 実 を動 産 と した こ とに と らわ れ た結果 と解 す る 。 判 決形 成 過程 にお い て こ

の よ うな考 慮 が働 い たで あ ろ う ことは想 豫 され うる。 しか し私 は,こ れ らの理

由 に附 け 加 えて,あ るい は よ り基 本 的 な もの と して,次 の よ うに考 え た い 。 学

(3)長 崎控 判 明治41.1.29新 聞479号5頁(傍 点一 中川),大 判 明治40.2.8民 録13

輯48頁 。 なお判例 は最初 「第三 者 二対 スル関係 二於 テ之 ヲ立木 トシテ其地 上 二生 立

セ シムル 目的 ヲ以 テ譲 渡 シタル場 合 ニハ譲 受人 ハ地 上権若 クハ 土地 ノ賃借 権 ヲ設定

シテ之 力登記 ヲ経 由 スヘ ク,又 伐 採 ノ目的 ヲ以 テ立木 ヲ譲渡 シタル=場合 ニハ譲受 人

ハ少 ク トモ他人 ヲシテ其所有 権 ノ移転 ヲ明認 セシ ムル ニ足ル ヘキ行 為 ヲ要 スル」 と

していたが(大 判 大正5.3.11民 録22輯739頁)後 買 受の 目的 に関係 な く明認方法 を

常 に公示 方法 と認 めた(大 判大 正10.4.14民 録27輯732頁)。 大判 大正9.7.20民 録

26輯1077頁 は明確 に立木の 引渡 を要 しない としてい る。

(4)大 判昭 和13.9.28民 集17巻1927頁(傍 点一 中川)。

(5)大 判 大正5.9.20民 録22輯1440頁 。

(6)川 島 ・前掲 書273-274頁 。 もしこれのみ を理 由 とす る と立木 との差異が理解 し

得 ない。立木取 引の慣 行につ いて も,川 島教授 が指 摘 され るご と く,か よ うな事実

関係 が存す る もの と思 われ るか らで あ る。

(7)我 妻 ・物 権法126頁,末 川 ・物権法172頁 。
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者のいわゆ る 「明認方法 」 と一 口にいって も登記 と異 な りい ろい ろ な 「や り

方」が存 在 し うる。立木 について は,立 木の皮 を削ってその所有者名 を墨書す る
じ　ラ

のが通常で あるが,立 札 を もって買受人を表 示す る場合 もあろ うし,ま た 「立

木の薪炭製造用 トシテ ……買受 ケ山林 内二小屋炭竈其他製造 用 ノ設備 ヲ為 シテ
リ リ

製炭 」す るとい うことが 明認方 法 と考 え られ る場合 もあろ う。 また最高裁 は,

「山林入 口に 『某会社生産作業場』 と示 した公示札 がか け られ,そ こに製材作

業現場の跡が歴然 としてお り,か つ簗積 された原木の 多数 には,そ の末 口に所

有者 を表示 するた めの刻印が押 印 されている以上,立 木 と公示札 との場所的 関

係,立 木 の所在場所 の地理的状況等を精査 して当該立木 はなんび とが伐採 し,

なんび との実 力支配下にあ ったか を識別 で きない ことはないか ら,明 認方法 と
　 　

して不十分で あ るとい うことはで きない と。」 判示 してい る。 立稲について も

判例 は,「 稲毛二付被控訴人 力之 ヲ買受 ケタル 旨 ヲ木札 二記載 シ該稲毛 を産出
ほ ユナ

シタル土地各筆毎 二之 ヲ建 テ」た場合や,「 代金 ノ支 払 ヲ為 ス ト同時二 現場 二
で　　ラ

於 テ之 力引渡 ヲ受 ケ且其 ノ各要所 二公示札 ヲ建 テ」 た場合 を明認方法の具備 あ

り,と してい る。 ここで注 目しなければな らない ことは,特 に立木の例 で明 ら

かな ことで あるが,「 明認方法」 とは必 らず し も木札 を建 て る等の形式 の具備

を要せず,何 らかの外形 的 な もので権利者が識別 し得 れば よい とい うことで あ

る。そ して判例上の明認方法 を この よ うな もの と考 え得 るとす れば,一 歩進 め

て,明 認方法 として要求 され る程 度は,物 の種類 によって(こ こで は立木 と立

稲),す なわ ち物 についての事実的支配状態 によって異なって くるのは 当然で

あろ う。立木 と立稲 との 聞にその現 実的支配状態,換 言すれば占有の公示能力

の上で差異 があ る ことは明 らかで あ り,そ してま さに この差異 が,「 慣行上の権

(8)大 判 大正9.2。19民 録26輯142頁 。

(9)大 判 大正4.12.8民 録21輯2028頁 。なお その後 「公 示 方 法 ハ土 地建物 ノ場 合 二

於 ケル登記 ト等 ジ ク第 三 者 ヲシテ 譲受 人 ヵ所有 権 ヲ取得 シ タル コ トヲ知 ラシムル方

法 ヲ指称 スル モ ノナレハ使 用収益叉 ハ処分行 為 ノ如 キ権利 自体 ノ行 使 二外 ナ ラサル

行為 ヲ以テ公示方法 ヲ施 スモ ノ ト為 シ得 ヘキニ非 ス」 とい う判 例が あ る(大 判 大正

8.5.26民 録25輯892頁 。下 線一 中川)。

(10)最 判昭 和30.6.3.昭 和27(裁)660号 判例 体系8111160頁(要 旨のみ をかか げ

た)。

(11)宮 城控 判昭 和3.7.10新 聞2941号5頁 。

(12)大 判 昭和3.8.8新 聞2907号9頁 。
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利意識 」の側面 での差異 を もた らし,こ れを民 法的に再構成 しよ うとす る判例

において立稲等の未分離果実 の場合 に 「明認方法」の ほかにT引 渡」 まで も要

求 す るよ うな形 にな って現 われたのだ と思わ れる。 このよ うにみて くる と,未

分離果実の対抗要件 が立木 よ り厳格 だ とはい えず,む しろ実際上緩やかにな る

で はないか と思われ る。 この ことは,他 人の土地 に植栽 した立木 および立稲の

所有権の対抗要件の場合 に一 そ う明瞭にな る。

3.附 合 と の 關 係t

民法二 四二条によ り他人の土地 に苗木 を植栽 しだ ときは,土 地利用の権限が

ないか ぎ り土地 に附合す る ことに異論 はない。 しか し,稲 苗の ごと き農作物に

ついては問題があ る。 判例は無権 利者が播種 もし くは植栽 した場合には一貫 し
くめ

て土地に対する附合を認めている。判例は,例 えば他人の土地に播いた小麦,
r2)C3)

無断転借人の植付けた稲苗,無 権利者から賃借した小作人が植栽した稲苗,無
でゆ

権原で播いた種子か ら二葉三葉程度 に生育 した甜瓜苗 などについて,こ れ らの

物 は土地所有者 に帰属 す る,と してい る(民 法二四二条但書参照)。 学説 も通

説 は,こ れ らの種子 や稲苗 は播付 ・植付 と同時に土地 に附合 するが,成 熟 した

時 は,牧 益権者 によって播種 ・植付け られた場合にのみ独立の存 在 を取得 して

牧益 権者 の所有権の対象 となるが,無 権原者 による場合 には常に土 地所有者に
ぐの

帰属す る,と 解 してい る。 これに対 し,農 作物 は 「権原 」 の有無 にかかわ らず

常 に附 合 しない,と い う有力 な少数説 がある(末 弘 ・末川 ・川島)。 その根拠

として は,「 元 来苗乃種子 は土地 に 『従 トシテ附合』 され る ものでは ない。 農

作の為 め土地が利用 されるので あって,主 た る ものは飽 くまで も作物で ある。

そ うだ とすれば,作 物 は苗乃至種子の時か ら成熟収穫の時に至 るまで経済上全

然独立の存在 を有 する もので あって ・全 く附合原則の適用 を受け ざる もの と解
　 　

す る を正 当 とす る 。」 とか,「 一 定 の 地域 に植 えつ け られ た 農作 物 ことに稲 毛

(1)大 判 大 正10.6.1民 録27輯1032頁 。

(2)大 判 昭 和6.10.3民 集10巻982頁 。

(3)大 判 昭 和12.3.10民 集16巻313頁 。

(4)最 判 昭 和31.6.19民 集10巻6号678頁 。

(5)我 妻 。物 権 法205頁,柚 木 ・前 掲 書458頁 。

(6)末 弘 厳 太 郎 ・不 動産 の 附 合 に つ い て ・法 協50巻11号36頁 。 な お 判 民 昭 和12年23

事 件 評 釈 。
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の ご と きは,今 日独立 の物 として取 引 され て い るの だ か ら,こ の 限 りに お い て
くわ

は附合 による所有権取得 を認 めるの は妥当で ない。」 と説 明 さ れ て い る 。通

説 ・判例 の考え方 は,二 四二条但書 を置いた民法起算者の考え方 に一致す る も

の と思われ るが,わ が国 にお ける農地 の小作関係 の前近代性 を考慮 に入れ ると

きは,小 作人を保護 す るために(土 地利用者 に対す る地主 の優位 か ら小作人の
くの

地位が不安定で ある)民 法 止は後説 を妥 当 と考 え る。 この点で立木 と立稲 は別

異 の法 的取扱 を うける ことになる。

さて ここで,二 四二条但書に よ り附合 しない場 合に,そ もそ もその動産は不

動産 と結合 して一物 にな らぬのか,あ るいは一物 に なるが その部分 について独

立 な所有権が認 め られ るとい う意 味か との理論 的問題 が ある。 これは さきの立

木 の所有権のみが土地か ら分離 して移転 され る場 合に起 る問題 と共通す る。 私

は両者 と も次の よ うに考 えたい。本来一・物一権主義 の下 に要求 され る 「物」 は

あ くまで も外形 的物質的概念で ある。一物一権主義 は,こ の よ うな外形 的物質

上の一物 には原則 として 一 つの所有権 しか存在 しない として取 引の安全 を保護
くの

しよ うとす る ものであ る。 しか し これは物の部分 について独立の所有権の存在

を否定す る もので はな く,民 法二四二条但書 は立法 上 これ を認 め た もので あ

り,ま た さきの立木 についての独立の所有権 は取引界の要請 によって判例法上

認 め られた もので あ る。 この二 つは一物一権主義 の例外で ある。 この よ うに解

す る ことによって,甲 が乙の土地 を賃借 して立木 を植栽 したにかかわ らず(二
　 　 の 　 　

四二条但書の場合)丙 がその立木 を保留せずに土地 を乙か ら買受 けた場 合,あ
　 の 　 　 　

るい は乙 が 甲 に立 木 の み を譲 渡 しなが ら これ を留 保 せ ず に地 盤 た る 土 地 を丙 に

売 渡 した場 合 の丙 が この立 木 の 所 有 権 を取得 し得 る 関係 が,よ りよ く説 明 され

る と思 わ れ る(も ち ろん 甲丙 間 の 関係 は対 抗 問 題 で あ る)。

つ ぎに,「 権 原 二因 リテ其 物 ヲ附 属 セ シ メ タル 」場 合 に(二 四二 条 但書),

(7)末 川 ・物権法303頁 。

(8)川 島 ・前掲書184頁 以下。 しか しこれはあ くま で も民法の構造の中での解釈で

あ り,小 作人保護のための特別法である農地法施行の今 日の問題 としては別異の解

釈 になるか もしれない。原島助教授は 「正当な耕作者に土地 を与 えることを目的 と

す る農地法の精神にかんがみ,そ の優位 をみとめ,農 地移動の制限を強 く貫 く意味

か ら,私 は今 しば らく(通)説 をとりたい と思 う。」 とされ る(民 法演習皿110頁)。

(9)川 島 ・前掲書177頁 以下参照。
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その物 もし くは 「権原 」について対抗要件 を具備 す る ことを要す るか,と い う

問題 がある。私 は先 にあげた例の場 合附属せ しめた者(甲)と 第三者(丙)の

間 に対抗 関係 が生ず る と解す る こと上述の ごと くで あるが,通 説 は対抗要件 を
くユ　ノ

要 しない と解 してい るよ うで ある。その論拠 として柚木教授 は 「その附合せ し

めた物 は動産で あ り,し か も取 引によって所有権 の変動 を生 じ た 場 合 で もな

く,民 法第一七七条の問題 を生 じないか らで ある」 とされている。 しか した と

い附属 せ しめた物 が動産で あって も不動産 と結合 して 一物 にな るので あ り,そ

の部分 についての所 有権 は当事者 間で は主張 し うる も,第 三者 に対 する関係で

は公示方 法がないか ぎ り対抗 し得 ない もの といわねばな らない。 そして公示方

法 としては,地 上権 ・賃借権 の登記か立木 ・立稲 の所有権の明認方法 を要す る

と解する。判例 として は,本 稿の 冒頭に指摘 した ものであるが,乙 が甲か ら土

地 を買 い,そ の移転登記 をしない間に これを耕作 してえた立稲等を,甲 の債権

者 丙が差押 えた とい う事案 にっ き大審院は,「 其 ノ立稲並束稲ハ乙 力其 ノ所有

権 二基 キ本件土地 ヲ耕作 シ テ得 タル モノニ シテ恰 モ田地 ノ所有者 ヨ リ適 法二之

ヲ賃借 シタル者 力賃貸 借 ノ登記 ナキ モ其 ノ田地 ヲ耕作 シテ得 タル 立稲束稲 ノ所

有権 ヲ以 テ 第三者 二対抗 シ得 ル ト同様 乙 力本件土地 ノ所有権移転登記 ヲ受 ケサ

ル モ本件 ノ立稲並束稲 ノ所有権 ヲ以 テ訴外甲二対 スル債務名義二基 キ 該物権 ノ
ほわ

差押 ヲ為 シタル丙二対抗 シ得 ル」 と判示 してお るが,通 説 はその主張の論拠 を

この判例 に求 めている よ うで ある。 しか しこの判例で は立稲 について公示方 法

を要 しない とい ってお らず,単 に賃借権の登記 を必要 と しない と同様 に所有権

移転 の登 記 を要 しな い,と しているにすぎない。そ してむ しろ 「乙がその土地

を 占有 して耕作 してい るとい う事実状態その ものによって対 抗 要 件 を 具 備 す
ロカ

る」 とい うよ うに解 し うるので ある。換 言す れば この判例 は立稲につ き事実的

支 配状態 その ものに公示力 を認 めた注 目すべ き判例だ といえ る。

(10)我 妻 ・物 権 法205頁,柚 木 ・前 掲 書459頁 。 我 妻 教 授 は改 説 され た か?(不 動 産

セ ミナ ー ・ジ ユ リス トNo.70(1954.11.15)29頁,同No.74(1955.1.15)68頁 参

照)。

(11)大 判 昭 和17。2.24民 集21巻151頁 。 判 批 一 川 島 ・判 民11事 件,末 川 ・民 商16巻2

号65頁,田 島 ・論 叢47巻3号41頁 。

(12)末 川 ・前 掲 判 批199頁 。 川 島 教 授 も同 旨 か?田 島博 士 は 前 掲 通説 と同 旨 。

●
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このよ うにみて くると,本 判決 が 自己の所有地 に自 ら植栽 した立木 の所有権

も,所 有権移転登記 もし くは立木所有権につ き対抗要件 を具備 しない うちに,

その土地 を立木 を も含 めて 譲受け所有権移転 の登記 をす ませた第三者 に対抗 し
「1)

えない,と した ことは,ま った く正 当で あると思 う。 以下注 目すべ き点 を簡単

に箇条書 してみ よ う。

第一 に,本 事案 は直 接には二 四二条但書の問題で はないが,土 地所有権 の移

転登記 を経ないでい る うちに第三 者が これを取得 してい るので 登記のない限 り

土地所有権 を主張 し得 ず,し たが ってその植栽立 木か らみれば ま さに他人の土

地 に 「附属」 してい る結 果をまね き,し か も権原 に もとず き植栽 したので あ る

か ら但書類推適 用の問題 になってい る,と い う点で ある。それ故 この判決 の趣

旨は当然 に純粋 に二 四二条但書 の場 合に も適用 され ることになろ う。 そ して先

に も述べ た ごと く,他 人の土地上の山林の買主 の所有権 の対抗要件 と して賃借

権 または地 上権 の登記 もし くは立木につ き明認方 法を要 す る と い う判 例 が あ
ゴの

り,ま た上告論旨が引いてい る原審判決 の設例,す なわ ち,「 甲が立木 を留保

して地盤 のみ を乙に譲渡 じ,乙 が地盤立木 と もに丙 に売 り渡 した場合 」 に甲は
(3)

明認方 法な き限 り立 木所有権 を丙に対抗 し得 ない とい う判例 もあ るのであ るか

ら,本 判決 はま さに この判例法形成 の途上で生 れ るべ くして 生 れた もの といえ

る。そ して その正当性 は上述の一物一権主 義の例外 として 根拠 ずけ らるので あ

る。

つ ぎに本判決 が昭和17年 の立 稲に関す る判例 につ き,「 右判例 も必 ず し も植

栽物 の所有権 を第三者 に対抗 す るにつ き公示方法 を要 しない とした 趣 旨で はな

い」 と明確 に判示 してい る点 であ る。 その正 当な ことは先 に述べ た とお りで あ

(1)同 種 の事 案 につ き下 級裁 の判例 で あ るが,和 歌 山地 裁新 宮支部 判昭 和34.9.9判

例時 報209号20頁 が 「第三 者 に対 す る公示方 法の 有 無 にか かわ らず,そ の所有 権 を

主張 し得 る」 としてい る。 これ に対 しては明石教授 が反対 してお られ る(判 例 評論

No.25.12頁 以下)。

(2)大 判大 正5.3.11民 録22輯739頁 。

(3)最 判昭 和34.8.7判 例時報205号4頁,判 例評論 石本評釈 。
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る｡

そして最後に注目すべきは,本判決が ｢稲は,植栽から収穫まで倭に数ヶ月
を出でず,その間耕作者の不断の管理を必要として占有の帰属するところが比

較的明らかである点で,成育に数十年を予想し,占有状態も右の意味では通常

明白でない山林の立木とは,おのずから事情を異にする｣ といっている点であ

る｡ これは私が先にのべた立稲と立木との事実的支配状態の差異,そしてそこ

から出てくる占有の公示力の差異を明言したものである｡もちろん, 自ら植栽

した稲と成熟期の立稲を譲受けた場合とでは占有状態も異なるであろうが,少

くとも立木との間に認められるこの差異が明認方法の程度の差となって現われ

てくるのである｡ (1960.6.15)
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